
○ 改正法の規定による感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10年法律第114号）の一部
改正により新設された第二種協定指定医療機関のうち病院又は診療所に準ずるものとして、健康保険法（大正11年
法律第70号）第88条第１項に規定する指定訪問看護事業者を規定することとする。

○ また、同改正により新設された協定締結医療機関、宿泊療養施設、検査機関等の設置に要する費用に係る都道府
県の補助について、感染症指定医療機関に係る補助と同様、各年度において設置者が支弁した費用から、その費用
のための寄附金等の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行うこととする。また、都道府県が
支弁する協定等に要する費用や他の都道府県知事等の応援を受けた場合の応援に要する費用に係る国の補助につ
いても、各年度において都道府県が支弁した費用の額から、その費用のための寄附金等の額を控除した額につき、
厚生労働大臣が定める基準に従って行うこととする。

※ このほか、サル痘の名称及び当該感染症の病原体の別名（サル痘ウイルス）の変更等を行う。

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の
一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令について

○ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律（令和４年法律第96号。以下
「改正法」という。）に関し、令和６年４月１日に一部の規定が施行されることに伴い、関係政令の規定の整備等を行う。

概要

改正内容

施行期日

令和６年４月１日（一部公布日施行）

１．感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令（平成10年政令第420号）の一部改正

２．新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令（平成25年政令第122号）の一部改正

○ 改正法の規定による新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成24年法律第31号）の一部改正により新設された
歯科医師への検体採取又は注射行為の実施の要請及び診療放射線技師等への注射行為の実施の要請等に係る
実費弁償について、医療等の実施の要請に係る実費弁償と同様に、手当等の支給に係る基準及び申請手続を規定
することとする。

※ このほか、関係政令について所要の規定の整備を行う。
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都道府県と医療機関の協定の仕組み

都道府県知事は、平時に、新興感染症の対応を行う医療機関と協議を行い、感染症対応に係る協定（病床/発熱外来/自宅療養

者等に対する医療の提供/後方支援/人材の派遣※）を締結（協定締結医療機関）する。※併せてPPE備蓄も位置づける。

協定締結医療機関について、流行初期医療確保措置の対象となる協定を含む協定締結する医療機関（流行初期医療確保措置

付き）を設定。

全ての医療機関に対して協議に応じる義務を課した上で、協議が調わない場合を想定し、都道府県医療審議会における調整の枠組

みを設けた上で、全ての医療機関に対して都道府県医療審議会の意見を尊重する義務を課す。

加えて公立・公的医療機関等、特定機能病院、地域医療支援病院にはその機能を踏まえ感染症発生・まん延時に担うべき医療の提供

を義務づけ。

感染症発生・まん延時に、締結された協定の着実な履行を確保するため、医療機関の開設主体ごとに、協定の履行確保措置を設定。

（※）初動対応は特にハードルが高いことから、履行確保措置とセットで感染流行初期に財政的な支援を行う仕組みを設ける。一定期間の経過に
より、感染対策や補助金･診療報酬が充実すると考えられることから、以後は補助金･診療報酬のみの対応とする。具体的な期間は、感染症
の流行状況や支援スキームの整備状況等を勘案して厚生労働大臣が決定する。

○協定は今回の最終フェーズを想定し、病床数、発熱

外来、後方支援、人材の派遣を定量的に盛り込む。

○協定は、①病床、②発熱外来、 ③自宅療養者に

対する医療の提供、④後方支援、⑤人材派遣 の

いずれか1種類以上の実施を想定。

○さらに、流行初期医療確保措置の対象となる協定

は、感染初期からの対応、ピーク時には一定規模

以上の病床確保を行うこと等を想定。

協定

流行初期医療確保協定

補助金（平時の準備行為に応じた支援）支援

協定締結医療機関（病床）

協定締結医療機関は全部で約1500医療機関程度を想定

流行初期医療確保措置（※）

協定締結医療機関（流行初期確保措置付き） 全ての協定締結医療機関

補助金･診療報酬支
援

※感染初期は特別な協定を締結した医療機関が中心的に対応。

補助金･診療報酬（対応に応じた追加的な支援）

うち、約500機関程度を想定平時

感染症発生・まん延時（感染初期） 感染症発生・まん延時
（一定期間経過後）

必 要 に 応 じ て
対 象 拡 大

必 要 に 応 じ て
協 定 変 更
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１／２（※）
※ 特定・第一種・第二
種感染症指定医療機関
以外の協定締結医療機
関、宿泊療養施設、検
査機関を追加

３／４
（都道府県等
は1/4）

１／２
（都道府県
等と折半）

１／２
（都道府県等と
折半）

１／２
（都道府県等と一般市
町村が折半する場合、1
／３）

３／４
（都道府県等は
1/4）

３／４
（都道府県等は1/4）

３／４
（都道府県は
1/4）

※公費の中で
の負担割合

感染症指定医療機
関等の設備整備
（第60条等）

入院措置
（第58条
第10号
等）★

検査
（第58条
第１号）
★

建物の立入
制限等の措置
（第58条
第８号等）★

消毒等の措置
（第58条
第５号等）★

宿泊・自宅
療養者の医療
（新設）★

協定締結医療機関等
が実施する措置
（新設）

流行初期医
療確保措置
（新設）★

１／２
（都道府県と折半）

３／４
（都道府県等
は1/4）

１／２
（都道府県
等と折半）

１／２
（都道府県等と
折半）

１／２
（都道府県等と一般市
町村で折半する場合、
１／３）

規定なし 規定なし 規定なし

国の負担
・補助割

合

国の負担
・補助割合

現行

改正案

補助の対象機関の拡
大

負担・補助規定の新設

医療機関等に対する財政支援規定

医療機関等に対する財政支援に係る費用負担については、現行、補助・負担割合を規定しているものについては、それを前
提とした上で、
① 設備整備については、対象施設に協定締結医療機関等を追加、
② 宿泊・自宅療養者の公費負担医療及び流行初期医療確保措置（費用は公費1/2、保険者拠出金1/2という
負担割合とする。）に関する負担規定を新設、
③ 協定締結医療機関等が実施する措置に関する補助規定を新設する。

★印は負担規定

※ 地方公共団体が感染拡大防止措置に係る財源を確保しやすくなるよう、地方債の特例規定の創設を含め必要な措置を検討。
（「新型コロナウイルス感染症に関するこれまでの取組を踏まえた次の感染症危機に備えるための対応の具体策」（令和４年9月２日新型コロナウイル
ス感染症対策本部決定）２．新型インフルエンザ等対策特別措置法の効果的な実施）
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○ 感染症発生・まん延時において、厚生労働大臣等が医療関係者に協力を要請したときに限り、歯科医師、診療放

射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及び救急救命士が新型インフルエンザ等感染症等に係るワクチン接種を行

うことができることとする。

※同様の改正を検体採取についても行う（対象職種は歯科医師に限る）。

※まずは医師等に対して、要請又は指示を行うこととする。

制度改正の概要

制度改正の背景

○ 今般の新型コロナウイルス感染症への対応に当たっては、

・ ＰＣＲ検査での検体採取について、検査需要の増加により、検査体制を充実・強化する必要性

・ 全国民へのワクチン接種について、医療提供体制がひっ迫しているなかで、自治体の２割程度で医師・看護師の

不足感があり、医師・看護師以外の人材の確保の必要性

があったところ。

○ こうした中で、現行法上、

・ 医師、看護師、臨床検査技師等以外の者がＰＣＲ検査の際の鼻腔・咽頭拭い液の採取を行うことができないこと

・ 医師、看護師等以外の者がワクチン接種を行うことができないこと

から、公衆衛生上の観点からやむを得ないものとして違法性が阻却され得る条件を整理し、歯科医師等が一定の条件

の下で検体採取やワクチン接種を行うことを可能とした。

○ 今般の対応を踏まえて、今後、新たな感染症等が発生した際に、必要な対応を迅速、かつ各医療関係職種が法的に

安定した立場で業務に従事できるよう、法律に規定する必要がある。

検体採取・ワクチン接種の担い手に係る特例規定の新設
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